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平成３０年度第３回協働支援会議 

平成３０年５月１１日（金）午後２時 

本庁舎６階 第３委員会室 

 

 

 

出席者：久塚委員、宇都木委員、関口委員、及川委員、土屋委員、石橋委員、伊藤委員、

吉田委員、加賀美委員 

事務局：地域コミュニティ課長、神原主査、丹野主任、松永主事 

 

 

久塚座長 定足数は足りていますので始めます。では、事務局のほうから資料の確認を

お願いいたします。 

事務局 資料確認させていただきます。 

まず、１枚目が次第でございます。 

２枚目、資料１ということで一般事業助成採点表。 

資料２のほうが、一般事業助成一次審査一覧。 

資料３が、プレゼン実施要領（案）。 

資料４が、プレゼン質問票。これはホッチキスどめになっています。 

資料５が、協働事業助成審査スケジュール。 

資料６が、協働事業助成審査基準等について。 

資料７が、事前ヒアリングシート。 

資料８が、担当課意見書。 

資料９のほうが、協働事業助成採点表。 

それから、募集要項が次についておりまして、次が参考資料ということで、事業報告会

のスケジュール表と自己点検シート、相互検証シート、この３枚が参考資料ということで

添付をしております。 

以上でございます。 

久塚座長 類似しているものがありますので、右上に振られた番号でご確認をよろしく

お願いします。落ちているもの、欠落しているものはないですか、大丈夫ですか。 
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では、中に入っていきます。きょうはその他を除いて大きく二つで、一つは次回にプレ

ゼンテーションに来ていただく団体を決定する。そして、それについての中身というのが

１番目。 

２番目が協働事業助成ということになります。 

では、１番の議題に入っていきます。よろしくお願いします。 

事務局 まず最初に一般事業助成の一次書類選考の採点結果について、事務局からご説

明をさせていただきます。 

お忙しいところ一次書類選考の採点をいただきましてありがとうございました。皆様か

らご提出いただきました採点表の集計結果が資料１でございます。資料１のほうが皆様の

採点結果を各団体、各項目ごとに合計した資料となっておりまして、そちらを得点順に並

べたものが２枚目をおめくりいただきまして資料２になっております。 

資料２のほうが、上から順に得点の高い団体から並んでおりまして、今年度の通過基準

としましては、得点率のおおむね６割程度をプレゼンテーション実施団体としています。

資料２にございますとおり得点率が６割以上の団体は５団体となっています。６位の団体

の得点率は５７％となっておりまして、７位以下は点数が開いておりますので、６位の５

７％の団体までを二次審査の対象に含めるかどうかをご協議いただきたいと思っています。 

６団体が通過となりますと、下の部分にあるのですけれども、申請総額は２９１万２，

０００円となっている状況です。 

本日は一次審査の採点結果、こちらの結果を踏まえまして、どの団体がプレゼンテーシ

ョンの対象団体になるのかについてご審議をいただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

久塚座長 資料１、２について、事務局から発言があったとおりです。上から順位をつ

けたものが資料２にあって、五つが６０％なのですけれども、六つ目まで入ると、５７％

のところをプレゼンテーションに来ていただくというのが案になります。 

その後は少し点数が大きく開いていますので、その六つということでよろしいか、ある

いは、もう６０％ということでとどめるかというのが案になろうかと思いますが、いずれ

にしても後ほど事務局からまた説明がありますように、６団体にしてもプレゼンテーショ

ンの時間の中に１０分ということでもおさまるというふうにお伺いしております。 

では、委員の皆さん方、何かありますか。 

宇都木委員 ６０％台が結構多く五つあったので、６番目からはプレゼンに入れないで
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５番目までにしたらいいと思います。 

地域振興部長 確かに６番目の団体は６０％を切っていますけれども、分野的には障が

い者を対象にした事業ということで、書類審査だけではなくて、実際にプレゼンの場でい

ろいろヒアリングをさせていただいて、その中で適した事業を四つ選べたほうがよろしい

のかなと。できましたら６番目の団体もプレゼンに入れたらなというふうに私は思ってい

ます。 

関口委員 私も６番目の団体も呼んだ上で、逆転するかもしれないということを考える

と、部長さんがおっしゃったとおり、やっぱりチャンスを、３％の差ですから。ここは呼

んであげてもいいのではないかと思います。書面審査だけだとまだ読み取れないところも

多かったので、もうちょっとその場で質問したいなと思っていますので賛成します。 

久塚座長 宇都木さん、５７％はだめですか。 

宇都木委員 そういう考えではなくて、上６０％台をクリアした五つの団体でも助成金

額からは超えているわけ。 

総額は。そうすると、五つの団体を認めるとすれば、この総額をどこかの額を減らさな

ければいけないということになります。 

久塚座長 まだ一次審査なので。 

宇都木委員 いや、いや、仮にそうなった場合に。だから、それは五つでも六つでも同

じことなので、だとすればできるだけ審査がしやすいように、私はもうここは、みんなの

審査結果がこうなったのだから、そこはもう割り切っていったらどうでしょうか。 

いろいろやっても、どこから線を引いても同じことですから、もうそこはもう割り切っ

て、そのためにおおむね６０％の基準があるのだから、そこはそこで。 

こういうのは少ないときはやっぱりおおむねでいいのだろうけれども。 

石橋委員 私の意見としては、６番目の団体も先ほど部長からのお話にもありましたよ

うに質問したいということもあるのと、今年度はだめかもしれないのですけれども、今後

に向けてということで見直ししていただくためにこちらの質問をさせていただくという意

味でもプレゼンしていただくのはどうかなと考えます。 

及川委員 私は宇津木さんと同じ意見です。５団体で。深く質問をしたいという欲求が

ありまして、広げていくということはそれだけ浅くなるという考えもあるかと思いますの

で、私は６０で切るところはこちらでいいのではないかなとは思っています。 

地域振興部長 ただ、一つの団体のプレゼンの時間は、団体数が一つふえたからと言っ
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て別に延長するほどではないので、だから１団体ふえたからといってほかのところで深く

質問できないということではありません。 

久塚座長 時間は六つでも同じ時間がとれるというふうに事務局には計算してもらって

います。 

及川委員 委員の皆様の活動できる時間という意味でも考えると、やっぱり一つふえる

ということは、その分一つ余計に何かいろいろな多方面を考えなければいけないというの

も、去年ちょっとやってみたときに数が多いとなかなか散ってしまうというのがちょっと

実感でした。 

久塚座長 去年はどうしたかね。 

事務局 去年は６割以上の団体が４団体あったのですけれども、６割以下の団体で一番

上の５８．３％という団体も含めて、そこまで二次審査の対象にしました。 

石橋委員 ２位の６６％と６位の５７％というのは１０％も間があいていないので、か

なり内容として評価が接近していると見ますので、やはり先ほどの意見と同様加えてはど

うかと、改めて。 

久塚座長 要するに１位、２位で見ても、６位とそんな１０％程度しか開いていないの

で、それを見ると６位、７位の１１％というのは大きいけれどもという考え方です。これ、

またなかなか説得力がある。私は全部説得力があるように聞こえて仕方がない。決め方と

して投票ということでよろしいですか。 

各委員 はい。 

久塚座長 書き方、まず紙をもらっていただいて、紙に名前は書かなくていいです。 

一番最後の番号が５番なのか、６番なのかということで数字を書いてください。最下位

の番号です。 

 

【投票】 

 

久塚座長 事務局で集計と結果の発表をお願いします。委員は介在、介入いたしません。 

事務局 ６団体が５票で、５団体が３票でしたので、結論としては６団体ということに

なりました。 

久塚座長 それでは、５団体ではなくて６団体になりましたけれども、その後、事務局

のほうから進め方の説明をお願いします。 
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事務局 では、前回の第２回協働支援会議で二次審査の公開プレゼンテーションの方法

を発表、質問時間ですとか、代表質問者を決めた形での質問などについてご審議をいただ

きましたが、その内容について改めて資料３を用いて確認させていただきたいと思います。 

本日資料３として一応６団体で発表１０分、質問１０分の場合で入れ込んだタイムスケ

ジュールをお配りしております。前回の支援会議の際にプレゼンの時間は通過団体数を見

て可能な限り昨年と同様の時間で行うことと決定させていただきました。 

先ほど通過団体数は６団体と決まりまして、６団体ですと昨年度と同様に団体の発表時

間１０分、委員からの質問は１０分で実施することができますので、その形で実施させて

いただきたいと思います。 

プレゼンテーションは公開となります。プレゼンテーションの方法は自由ですが、準備

時間や発表時間もプレゼンテーションの時間に含まれます。また、パソコン、プロジェク

ターを用意しまして、パワーポイント等を利用したプレゼンもできるようになっておりま

す。 

当日のプレゼンテーション実施後に一次審査と同様の採点表を用いまして、その場で各

委員に最終審査の採点を行っていただきます。その場で事務局が集計を行いまして、支援

会議を再開し、最終的な助成団体の決定までその日じゅうに行っていただきます。 

本日はこれから代表質問者を、それぞれ各団体の代表質問者をどなたにするかをご審議

いただきたいのですけれども、１点、プレゼンテーション当日に土屋委員がご欠席という

ことですので、土屋委員は質問者から外させていただきたいと思います。ほかに二次審査

の日に欠席の方はおられますでしょうか。大丈夫ですか。では、土屋委員以外で各団体の

代表質問者がどなたになるかをご審議いただきたいと思います。 

久塚座長 部長は外すということ？ 

地域振興部長 行政は基本的に外します。 

久塚座長 六つに対して質問をしてほしいというのを皆さん方に求めますので、それが

集まってきて前回申し上げたように代表委員、質問の代表というのが紙の右側の上のほう

に出てくるというパターンで、ずっと箇条書きみたいな形で各委員の発言があって、それ

をまとめるような形で代表的に聞いていただくという手順になります。 

では、先に決めましょう。では、私はここというのを発言していただければ、事務局の

ほうでまとめていきますので、及川さんは何番になりますか。 

及川委員 私はどこでもいいのですけれども、申請番号２番の団体は親子で何度か参加
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していて。 

久塚座長 ありがとうございます、いい発言で。利害関係までいかなくても、そういう

ことにならないようなことが大事なので、そこに対する質問は避けたいということのご発

言だと思いますが、ほかの委員の方はありますか。 

伊藤委員 私、８番だけのかせて。いいも悪いも知っているから。 

関口委員 私も８番。私もちょっとそこに関して。 

久塚座長 はい。では、それ以外のとことで今度は積極的に希望を聞きます。 

石橋委員 私は２番をやりたい。 

久塚座長 はい、一つ出ました。２番に石橋委員のご希望がありました。 

では、８番が非常に近過ぎたりいろんなことをというのがあるのでというご意見があり

ましたので。吉田さんは。 

吉田委員 いいですよ。はい、私が行きましょうか。 

久塚座長 はい。では、吉田委員が８番をお願いいたします。 

では、１１番の団体、及川さん。 

１番の団体、関口さん。 

５番、宇都木さん。 

２番、石橋さん。 

１２番、伊藤さん。 

８番、吉田さん。 

ということでよろしいですか。 

各委員 はい。 

久塚座長 それから、もう１点なのですけれども、プレゼンテーションの質問というと

きに、去年及川さんが１番になったのです。初めてだったのにトップバッターになってち

ょっと申しわけなかったなと感じたものですから、質問団体のここが１番というのは、全

く事務局からも連絡もしていませんし、まだ順番も決まっておりませんので、今の担当委

員の方たちのこの経験が少し長いということを念頭に置いた形で順位を前のほうに持って

行くということをさせていただいて、特に石橋さんとか吉田さん。ああ、こういうやり方

かみたいなのをその場で感じていただくという時間をとりたいのです。それはよろしいで

すか。 

各委員 はい。 
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久塚座長 では、事務局のほうでそれを。 

順番を決めていただいて、六つの団体にはあなたは何番目、前半、後半ありますけれど

もということでお知らせをお願いします。 

事務局 わかりました。 

久塚座長 では、続けてください。 

事務局 では、最後に二次審査のプレゼンテーション時における委員からの質問につい

て、資料４を用いてご説明させていただきます。 

資料４のほうが質問票の様式になっておりまして、こちらは４月２０日に採点表の様式

と合わせてメールで各委員にお送りしております。こちらにつきましては、一番上にござ

いますとおり５月１５日の火曜日、来週の火曜日までに、ちょっと期間が短いのですけれ

ども、事務局までご提出をよろしくお願いいたします。 

ご提出いただきました質問票は事務局のほうで取りまとめまして、各団体ごとに質問シ

ートをつくり直し、当日のプレゼンテーションの際の参考資料とさせていただきます。 

取りまとめた質問票は５月１８日の金曜日、来週の金曜日です。までに各委員へ送付さ

せていただきます。事務局で取りまとめる際なのですけれども、質問の重複がないよう類

似の質問などは可能な限り統合させていただきます。また、いただいた質問の中に提出書

類の中などで回答が確認できそうなものがあった場合には、事務局よりという形で補記を

させていただきます。代表質問者の方はその部分もご確認の上、質問の優先順位をつけて

ご質問いただければと思います。 

質問方法の確認なのですけれども、まず代表質問者が質問票に基づき質問をしていただ

きます。代表質問者の方は、各委員からの質問がまとまった質問票を参考にして、総合的

にご質問をよろしくお願いいたします。 

各委員が提出した質問の内容に確認したい事項などがある場合には、事前に調整をよろ

しくお願いいたします。代表質問者の方の質問の後に質問のある委員を座長から指名して

いただきます。こちらは時間の関係でちょっと一、二名程度に例年なってしまうのですけ

れども、代表質問者でない方も質問できる形になっております。 

質問については以上です。 

久塚座長 自分が担当代表者になったというときにこの質問の、そのままコピーペース

トしてまとめて似たもの同士ということでまとめていきますけれども、この質問はどうい

う質問ですかということもたまにあろうかと思います。そのときには事務局に早目に聞い
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ていただくと、事務局のほうから質問を出された委員に投げ返して、また質問の趣旨はこ

ういうことを知りたかったのですという答えが来るので。よろしいですね。 

それから、最後の発言にあったように、代表質問者に限定するということでは全くあり

ません。ただ、こういうことで進めますというルールをこの委員会で決めましたので、時

間が２分とか残る可能性が大いにあります。そのときには代表質問者でない方も質問して

ください。 

団体には代表質問者形式ということは言っていないのですよね。 

事務局 代表質問というところはお伝えしないです。 

久塚座長 だから、伝わっていないので、お一方が割に５、６分頑張って発言してくれ

ているのですけれども、もうそれで終わってしまうと、なので、お一方、二方、大丈夫で

すというルールというになっていますのでお願いします。よろしいですか。 

では、これを確認いたしました。 

次に、その他の、先にご案内。３枚１組のものがきょう配付されていると思うのです。

それを使ってちょっと事務局のほうから当日の。 

事務局 次の二次審査の公開プレゼンテーションなのですけれども、５月２５日の金曜

日の１３時１０分からということで机上にご案内を配付しているのですけれども、集合場

所が今の６階のお隣の第４委員会室というところにご集合ください。 

実際のプレゼンテーションの会場は、地下１階の１１会議室という別のお部屋なのです

けれども、最初の集合場所と打ち合わせと最後の団体の決定というところは、こちらの第

４委員会室のほうで行わせていただきますので、お隣の部屋にご集合いただければと思い

ます。 

久塚座長 よろしいですね。場所が変わりますので、集合場所はこれの隣のところ。み

んなでそろって地下に行くという形になる。 

では、大きな議題の二つ目。 

事務局 では、協働事業提案のほうなのですけれども、今年度から協働事業助成という

ことで実施をさせていただきます。５月２８日から６月２０日までの期間で募集のほうを

行いまして、募集期間終了後すぐに一次審査に入っていただくようなイメージになります

ので、スケジュール等を含めてご説明のほうをさせていただきたいと思っております。 

では、資料５のほうをごらんください。審査のスケジュールでございます。前回の会議

で簡単にご説明のほうをさせていただいておりますけれども、今回改めて資料のほうをつ
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くらせていただいております。 

一番左側が支援会議委員の皆様の工程になっております。青色が委員の皆様から事務局

へご提出いただく予定。紫がご出席をいただく会議等の予定。それから、オレンジ色のも

のが事務局から委員の皆様に資料送付等を行う予定とさせていただいております。６月２

５日の審査資料送付を皮切りにしまして審査のほうをスタートさせていただきます。非常

にちょっと厳しいタイトなスケジュールになっておりますので、ご協力のほうをよろしく

お願いいたします。 

スケジュールに関しましては前回ご説明しましたので、本日はこの程度のご説明とさせ

ていただきます。 

続きまして、資料６のほうをごらんください。こちらですけれども、昨年度皆様にご協

議いただきました審査基準等の資料でございます。一般事業助成と同じように各項目ごと

に参考とする箇所を右側に記載をさせていただいておりますので、ご確認いただきながら

採点をしていただくようなイメージでお願いいたします。 

裏面を見ていただきまして、評価の目安も一般事業助成と同じＡからＥとさせていただ

いております。 

次の通過基準のほうも一般とほぼ同じなのですけれども、協働事業ということで区の担

当課と一緒に事業を進めていただくという形になりますので、審査に当たりましては担当

課からの意見も考慮して審査をしていただく形になります。 

一次審査のほうが記載のとおり事前ヒアリングシート、こちら資料７として添付をさせ

ていただいておりますけれども、こちらのほうを確認しながら審査をしていただく形にな

ります。 

二次審査の時点では、担当課意見書というものを考慮して採点をしていただく形になり

ます。こちらの担当課意見書のほうが、資料８として添付をさせていただいております。 

まず、資料７の事前ヒアリングシートのほうなのですけれども、一次審査として最低限

必要な事項としてというのが事前相談の有無ですとか、類似事業の有無、法令等の問題の

有無を記載するような様式とさせていただいております。 

次の資料８の担当課意見書でございますけれども、こちらは審査基準とほぼ同様の視点

で担当課のほうで評価をしていただくような様式となっております。 

こうした資料を考慮して審査をしていただくという点は、一般事業助成とは異なる点に

なりますのでご注意いただければと思います。 
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続きまして、次の資料９のほうが採点表でございます。こちらも一般事業助成と同じよ

うに一次、二次共通の様式とさせていただいております。一般と同じようにＡからＥまで

で記載をしてご提出をいただくというようなイメージでございます。 

次に、募集要項のほうをつけさせていただいております。こちらも昨年度委員の皆様に

ご審議をいただいた内容を基本として作成をさせていただいておりますけれども、事務局

のほうで再度点検をさせていただきまして、軽微な修正はさせていただいております。ま

た、様式につきましては、記載例を充実した形でちょっとご用意をさせていただきました。 

ちょっと順にページを追ってご説明のほうはさせていただきますけれども、この一般事

業助成のほうが今回様式を変更したところ、窓口等でかなりちょっと長時間時間を要した

ような形でちょっと混乱してしまったという点もありましたので、その反省を踏まえまし

て協働のほうはさらに提出書類が多いというところで、記載例をできるだけ記入すること

で円滑な受け付けができるように変更させていただいておりますので、この点はご了承い

ただきたいと思います。 

また、改めて記載していく中で項目の重複ですとか、そういった点もちょっと見られま

したので、１カ所に集約するなど様式についても一部変更させていただいております。た

だ、記載していただくべき項目自体は変更はございませんので、この点についてもご了承

いただければと思います。 

まず、要項でございますけれども、１枚おめくりいただきまして１ページからですが、

１ページ以降は目的や助成額等を一般事業助成とほぼ同様の記載とさせていただいており

ます。異なる点としましては、５の対象期間のところなのですけれども、平成３１年度１

年間ということで記載をしておりまして、次の６の継続の項目に最長３年間実施で、事業

効果を踏まえて毎年継続の必要性について検討するというような記載にさせていただいて

おります。 

それから、３ページ目に審査基準のほうを記載をさせていただいております。それ以降

もほぼ一般事業助成と同じような形なのですが９番です。９番のところに注意事項としま

して事業の担当課への事前調査・相談は必ず必要であるということを記載をさせていただ

いております。 

続いての４ページにつきましては、提案事業が採択されて実際に助成金のほうを事業課

に申請をする際の手続。また、それ以降の実績報告等について、こういう手続になります

ということを記載をさせていただいております。 
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続く５ページ目でございますけれども、こちらも公表ということで、この一般事業助成

とほぼ同じ表記になっておりますけれども、提出書類はホームページで公開するというと

ころですとか、成果の趣旨普及として、団体が作成するチラシやポスター等には必ずその

旨明記をしていただくということを記載をさせていただいております。 

１２番目として事業評価があるという点が一般事業と異なる点ということで、こちらの

手引きのほうも記載をさせていただいております。 

続く６ページから７、８、９、１０ページまでにつきましては、それぞれの事業の流れ

です。提案から助成金申請、それから評価、そういったものの流れ、それから対象経費、

協働の基本の考え方というものを掲載をさせていただいております。 

それから、次の１１ページ、１２ページが区からの課題提起ということで、区からこの

テーマに沿って提案のほうを公募しますというものになっているのですけれども、３０年

度は２件。多文化共生推進課とオリンピック・パラリンピックの担当課からテーマ設定が

出されている状況でございます。 

続く１３ページ以降が資料集になっておりまして、先ほどのとおり記載例の充実ですと

か、記載箇所の軽微な変更等をさせていただいております。審査をしていただく際にご参

考としてごらんいただければと思います。 

最後のほうなのですけれども、４９ページ以降によくある質問で、基本的な考え方をわ

かりやすく記載した形でＱ＆Ａのほうを掲載をしております。これもちょっと一般事業助

成とは異なる点になっています。 

裏表紙のところに制度の趣旨というものを記載をさせていただいているような状況でご

ざいます。このような要項で公募のほうをさせていただきたいと思っておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

資料のご説明は以上でございます。 

久塚座長 今説明がありましたように助成対象事業ということで、提案団体と区が新た

な視点で取り組むことのできる事業、以下点々点、なお区からの課題については１１ペー

ジをごらんくださいということで、ＮＰＯ等の自由な発想による事業、区からの課題提起

に対する事業のどちらかの区分に該当するものとしますということですから、先ほど二つ

紹介がありました。募集要項の中にオリンピック・パラリンピックと多文化共生が出てい

ます。それで限定的にそのところだけにＮＰＯがというお話ではなくて自由な提案という

ことも、そっちの柱もありますので、そこのほうが出てくると初めての委員の方はちょっ
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とわかりにくいかもしれませんが、自由な提案で出てきたものというのは、今度は区の担

当課を探したり話し合ったりしながら、ではうちが一緒にやりましょうという形になって

いくつくり方をします。 

ですから、区が出したものにどこか手を挙げろという話だけではないというふうにご理

解をください。よろしいですか。 

では、今までこれを使った説明、事務局からの説明でわかりにくかったところはありま

すか。こちらの募集要項関係はよろしいですか。 

宇都木委員 今度新しいのは初めてだよね、区役所のほうの実際に仕事をやっている人

たち、何か今度新しいのに切りかわったことに対する質問だとか意見だとか、それこそ内

部からは何か議論がありましたか。もう要するにもう実際に事業を担当する人たちが、ど

ういうふうに思って新しい制度を受けとめているかという問題は、特になかったですか。 

事務局 実施自体はまだこれからですので、庁内で説明会自体は行ってはいますけれど

も、その中でご意見としてはまだいただいてはないです。これから実施していく中で、ま

たそういったものも確認していきたいと思っています。 

久塚座長 特に変わったということ、変化したということを含めて提案があったかどう

か、気にかかっている発言があったかどうかはわかりませんけれども、二つ出してもらっ

たので、まあ、よかったなとは思いますけれども。 

及川委員 企画書などの書類を含めてページ制限、枚数制限というのはしていらっしゃ

いましたか。 

事務局 Ｑ＆Ａのところに書かせていただいています。５０ページになるのですけれど

も、１番目の質問のところで原則として企画書、計画書の中に提案内容を記載してくださ

いというところで、Ａ４サイズで１０ページ程度におさまるようにわかりやすく記載をし

てくださいということでお願いしています。この全体で１０ページということです。 

及川委員 この添付資料も含めてという形なのですか。 

事務局 企画書、計画書全体で１０ページです。なので添付資料はちょっと１０ページ

ではなかなかおさまならないと思いますので、添付資料につきましては、ページ制限は設

けていないです。 

結局規約とかそういったものも添付していただくので、ちょっとページ数はなかなか。 

及川委員 規約とか大事なのは必要だと思うのですけれども、例えばこの一般事業助成

のときに、コピーとかこういうのを何枚もコピーをとるのでその見積もりですとかそうい
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う、あとは事業団体がやっている過去の写真とかをここは多めにあったのですが、その辺

は申請の段階でもうちょっと減らしてくださいとかという、これは書けないのですか。 

事務局 これは書けないです。結局その見積もりも事業の内容によって見積書がたくさ

んつくものもあれば、少ない形で実施できるものもあると思いますし、この間ちょっとペ

ージ制限という形では添付資料は難しいと思っています。 

ただ、実は一般事業助成のほうもすべてつけているわけではなくて、事務局のほうでな

るべく整理をして、重複しているものは除くという形で整理をさせていただいているので、

当然協働事業のほうも同じ形ではやっていきたいと思っています。 

及川委員 その辺は何枚とか、そういうことも特にしていない。 

事務局 していないです。やっぱりつけていただければそれだけその数字の確定という

のができると思いますので、それはやっぱり審査に影響が出てしまう内容になりますので、

そのあたりはつけさせていただきます。 

及川委員 わかりました。 

久塚座長 今の発言は事務局への確認ということですけれども、将来的にはこの応募書

類をどの程度、どうするのかという一般的な話になるかもしれませんが、ことしはこれで

やってという形をとらせていただきます。 

及川委員 はい。 

久塚座長 ほかにこの募集要項についてご質問はございませんか。よろしいですか。 

関口委員 ちょっといいですか。わかりやすさの点からすると、若干そのＮＰＯ法人特

有の問題からわかりづらくなってしまったところがあって。 

助成対象経費のところなのですけれども、人件費の積算のところかな。２５ページとか。

予算書のところとかに人件費に関する積算方法のところで、一ポツ目に対象は社員のみで

すと。「パート・アルバイト、臨時社員等は含みますが、外部講師やボランティア等の謝礼

に含まれる方は除きます」と書いてあるじゃないですか。 

ＮＰＯ法というのは、いわゆる正会員という会社で言う株主のことを法律上社員と呼ぶ

のです。なので、ちょっと誤解される可能性がある。つまりその対象となるのは正会員だ

けなのかなみたいな。会社で言う株主だけなのかなという誤解をもしかすると招いてしま

うかもしれないので、対象は例えば職員のみですとか。従業員でもいい。 

ただ、社員という言葉は、ＮＰＯの世界で使わないほうが誤解を招かないので。 

事務局 わかりました、修正をさせていただきます。従業員でよろしいですか。 
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関口委員 いいのではないですか。 

事務局 はい。 

土屋委員 今のはちょっと説明をしてもらっても、知らないことなので知識として知っ

ておきたいのですけれども。 

関口委員 難しい話ではないです。ＮＰＯ法人は、法律上は社団法人の一種とされてい

て、人ないし団体が結集したものに法人格を付与するという仕組みなので、そもそも母体

となっている自然人ないし法人があって構成するのです、その法人格を。その構成員とい

うその母体となっている最低１０名必要な人ないし団体のことを法律上は社員と呼ぶので

す、ＮＰＯ法上。 

会員で法律上は社員なのですけれども、それは、いろいろ社員はそれこそ今ごっちゃに

なっているようにいろんな使われ方がしているので、多くの団体は、うちもそうですけれ

ども、正会員とか応援会員とかそういう名称で法律上の社員のことを定義するのです。総

会でも議決権を持っている人たち。 

伊藤委員 普通だと会社だと社員と言うと働いている人を言うじゃない。働いている人

ではないのだ。 

関口委員 そう、働いている人ではないのです。 

土屋委員 ああ、そうなのですね。 

伊藤委員 働いている人はＮＰＯ法上従業員だとか職員だとか言う。 

宇都木委員 まあ、いるけれども、会員で働いている人もいるけれども。 

だけど、原則はそういうこと。会員、会費を納めている会員、簡単に言えば。その人が

社員と言われている人だから。 

土屋委員 ありがとうございます。 

関口委員 なのでちょっとこれ、知らない方は惑わされないですけれども、知っている

人は逆にちょっとひっかかってしまうという。 

事務局 何点かその点で確認させていただいていいですか。４１ページと４３ページに

も人件費の関係の記載がありまして、こっちは実績報告のほうになるのですけれども、４

１の２、人件費に関する清算方法のこの点は米印で「ボランティア、外部講師の方の団体

構成員以外の方は除きます」という記載をさせていただいているのですけれども、この表

現は大丈夫でしょうか。 

関口委員 要は、だからここで言っているのは、雇用契約に基づく支払いはここで認め
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て、人件費として認めるけれども、雇用契約以外の人件費というか、人に対する支払いは

ボランティア謝金とか講師謝金で処理せよということを言いたいのですよね。 

事務局 そうです。それをわかりやすくと思いまして、細かくならないようにというの

がこの表現だったのですが。 

関口委員 でも、それ、あまりいじくってしまうと大変だと思うので、まだ「ボランテ

ィア、団体構成員以外の方は除きます」でも、まあ、間違えてはいないとは思うのですけ

れども、構成員以外の方というか、だからこの前、前述したように従業員か職員以外の方

は除きますのほうが。 

事務局 では、ここもあわせて修正させていただきます。 

関口委員 はい。 

久塚座長 よろしいですか、ほかには。 

伊藤委員 今の中でぜひ、必ずというのが二つある、使っているところが。必ずご相談

と、必ずアンケートをしていただくと、ここをしっかり押さえてほしい。 

今の中でもアンケートと言ったって、本当にこれはアンケートなのというのがあるじゃ

ない。だから、もしアンケートの内容が読み取れないであったら、アンケートをこういう

ふうにしっかりやってほしいと。ただアンケートでもよかったとか、来ている人に聞いた

ら皆さんいいとかと言う。それではアンケートではない。１人、２人で聞いてそんなの書

かれたって困るし、だからそういうところ。 

久塚座長 よろしいですか。では、先に進めましょう。事務局、お願いします。 

事務局 協働事業助成のほうのご説明が終わりましたので、次、その他の欄に移らせて

いただきます。事業評価が始まりますので、その内容についてご説明のほうをさせていた

だきます。 

事務局 ５月２２日に事業報告会がございまして、そこから今動いている協働事業の評

価が始まります。それまでに会議がないのでご説明をする機会がありませんので、本日評

価についても簡単にご説明させていただきます。 

まず、事業報告会なのですけれども、本日手引きの今ご説明した募集要項の後ろに参考

資料としてつけさせていただいているのですけれども、こちらが５月２２日火曜日に行わ

れる事業報告会の次第になっております。今年度の評価の対象となる２事業です。防災の

事業とごっくんプロジェクトの事業が評価の対象になるのですけれども、防災の事業の視

察が評価の範囲内の時期で視察として適当なイベントがないということで、視察のかわり
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ということで２２日の事業報告会をごらんいただくことになります。通知のほう、本日机

上に配付させていただきました。 

しかし、この事業報告会自体は、昨年度実施された協働事業全体の発表になりますので、

評価の対象外の２事業。商店街ホームページの事業とスポーツの事業を含めた４事業で行

います。 

最初の時間帯に評価の対象となる２団体の発表を組ませていただいておりますので、前

半の２事業の発表が終わった段階で、その後は委員の皆様は自由参加という形にさせてい

ただきたいと考えております。 

後半の２事業は評価対象ではありませんが、お時間のご都合がつく範囲でごらんいただ

ければと思います。 

事業報告会については以上です。 

続きまして、事業視察のほうについてご案内させていただきます。防災のほうはちょっ

と視察が間に合わないのですけれども、もう一つのごっくんリーダーのほうは視察が評価

対象内にできますので、事業の視察を行っていただきたいと思います。 

こちらの案内も本日机上のほうに配付させていただいております。視察の日程は、こち

らは事業報告会の後の５月２８日になります。２８日の月曜日の午後２時から午後３時を

予定しております。会場は榎町の地域センターになりまして、２時からですので集合を１

０分前程度です。１時５０分ぐらいには地域センターの入り口までお越しいただければと

思います。私などおりますので、会場にご案内させていただきますので、センターにお越

しいただければと思います。 

視察については以上です。 

最後にヒアリングです。実際の評価を行っていただくのですけれども、こちらが少し先

で６月末になります。ヒアリングまでにご説明する機会がないので本日説明させていただ

きます。 

まず、評価に用いる資料なのですけれども、こちらが６月２０日ごろに各委員の皆様に

送付させていただく予定です。内容としましては、協働事業の協定書や契約書等の事業の

基本となる資料を初め自己点検シートですとか、評価の点検シートなどの資料も合わせて

送付させていただきます。こちらの様式について内容をご説明させていただきます。 

本日参考資料として、先ほどの事業報告会の次第の後ろに参考資料でこちら自己点検シ

ートなどの様式をつけさせていただいております。自己点検シートというものは、前年度
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の年度末の実績に基づき団体と担当課の双方で個別につくっていただく資料です。こちら

の自己評価を活用して、その後１枚おめくりいただきまして、次の相互検証シートという

ものを用いて、団体と事業課双方でお互いに認識の共有を図っていただきまして、事業の

課題等を把握し改善策を検討するという書類になっております。 

検討した改善策は、翌年度の事業実施に生かしていくこととなりますので、契約書です

とか、実際の６月末のヒアリング等でそうした点が改善されているかという部分も合わせ

てご確認をいただき評価していただければと思います。 

評価についてのご説明は以上です。 

久塚座長 特に新しい委員の方を含めてまたこれ、近づいたら何か説明というか、あり

ますか、もうない？ 

事務局 ちょっとその間に機会がありませんので、一応本日の説明にさせていただきた

いと思うのですけれども。 

久塚座長 これを見て評価をするというところで、初めての方の場合、自己点検シート

と相互検証シートはよくわからないみたいな話があった場合には、事務局に聞けばいいで

すか。 

事務局 そうですね、事務局までご連絡いただければと思います。 

久塚座長 では、評価についての資料の一部分ですので、わからないことは事務局に聞

いてください。よろしいですね。 

今までのところはよろしいですか。 

関口委員 参考までにお聞きしたいのですけれども、終わってしまった商店街のホーム

ページの事業と、あと新宿スポーツのその後というのはどうなったかというのが、何かわ

かっていれば教えていただければ。 

地域コミュニティ課長 スポーツ環境推進プロジェクトなのですが、こちらは今年度か

ら新たな委託事業として、民間事業者にお願いする形で、プロポーザル方式で事業者も選

定をいたしましたが、ＣＲＩＡＣＡＯは今回その事業者からは漏れてしまいました。 

久塚座長 ちょっと残念。いいのを、花火を上げたのに残念だったですね。 

関口委員 まあ、まあ、よくあることなので。 

地域コミュニティ課長 別の事業者が同じような趣旨のこうしたスポーツの推進という

ことで。５月１５日の広報にこの事業の案内が出ますので、広報をご確認ください。 

関口委員 ならよかったですね。 
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宇都木委員 いいことだ。 

事務局 あと商店街のほうは、引き続き、運営費の補助が商店街に産業振興課から出て

いるのですけれども、その中で支援は同じような形で続けていくということで回答をいた

だいています。 

宇都木委員 つながっているのだ。 

関口委員 よかった。 

宇都木委員 それはそれでいい。 

久塚座長 つながることと、それから力をつけてほかのところと動いているということ

があるので、やっぱり２年、３年続けると力がついてきますよね。 

宇都木委員 やったという点がいいよね。それは成功の部類だ。 

伊藤委員 委託事業に違う団体が選ばれるということはいいことだと思うのだ。やった

からといったってあなたのもとじゃないのだと。そうするとしっかりやるじゃない、そこ

が。そうすれば委託業者になれる可能性はあるけれども。 

久塚座長 違った言い方をすればちゃんとした評価が、システムとして評価が成り立っ

ているということだ。 

伊藤委員 そう。 

宇都木委員 やろうとしていることはいいことだ。その団体ではないけれども、やろう

としていることはいいから次につながっているというのは、それはそれで問題提起として

は非常にいいことだ。 

久塚座長 ということでよろしいですか。 

では、ほかに事務局のほうからありますか。 

事務局 次回ですけれども、次第のほうに記載させていただいているのですが、５月２

５日１時１０分からということで、場所のほうが第４委員会室のほうに集合していただけ

ればと思います。２２日にも事業報告会がありますのでよろしくお願いいたします。 

以上です。 

久塚座長 ２２日もありますということになっていますけれども、よろしくお願いいた

します。 

では、ほかに事務局からはないということなので、委員の皆さんたちから何か今までの

ところで全体でありますか、大丈夫ですか。 

では、お忙しい中ありがとうございます。きょうの会議を終わりたいと思います。 
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事務局 ありがとうございました。 

―― 了 ―― 


